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                              分任支出負担行為担当官
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以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
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ST1.00

各地

令和3年6月7日（月）～令和3年8月23日（月）

0001

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/)

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：

　　入札日時場所　：令和3年6月4日（金）13時10分　中央会計隊入札室（Ｅ １棟　６Ｆ)—

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

（１）入札の方法

　　ア　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金

　　　額に１円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、消費税

　　　に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入

　　　札書に記載すること。

　　イ　入札に当たり、道路運送法第９条の２により届出した運賃を基に適正に積算すること。

（２）契約書作成の要否

　　ア　契約金額が５０万円以上の場合は請書、１５０万円を超えた場合は契約書を作成し提出すること。契約書等の記載要

　　　領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。

　　イ　適用する契約条項

　　　　「役務請負契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」

（３）その他

　　ア　競争参加資格の年度は平成３１・３２・３３年度または令和０１・０２・０３年度とする。

　　イ　入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。

　　ウ　最低入札価格が予決令第８５条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）を下回っている

　　　場合は、予決令第８６条の調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うので協力すること。

　　エ　郵便による入札は、予め郵送を担当者に連絡の上、入札開始日の前日１７時００分

　　　　（前日が休日及び休養日の場合は、その前日）までに担当者必着分を有効とする。

　　オ　代理による入札者は、入札時までに委任状を提出すること。
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　　カ　入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書（写）」を提出すること。（ＦＡＸ可）

　　キ　郵便入札があった場合の再度入札の日時場所

　　　　令和３年６月６日（日）１１時００分　中央会計隊入札室（Ｅ－１棟６Ｆ）

　　ク　その他の項目については別紙による。

　　ケ　不明事項等の問い合わせ先

　　　　中央会計隊契約科第３班　齊藤　TEL:03-3268-3111 内線47552（FAX:03-5269-5135（直通））　

　　コ　仕様書に関する問い合わせ先

　　　　陸上幕僚監部装備計画部装備計画課　佐藤（TEL:03-3268-3111 内線40782）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　



 

 

別 紙 

 

１ 競争に参加する者に必要な事項 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令１６５号）第７０条の規定に該当しない者であるこ

と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務

調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該

者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者で

ないこと。 

（５）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得

ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 

（６）第４号の「資本関係又は人的関係のある」場合とは、入札及び契約心得第３章第１２項第 

２号に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。 

 

２ 入札の無効 

（１）第１項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件

に反した入札 

（２）入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札。 

（３）電報及び電話による入札。 

（４）暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合または契約に反する事態が生じた場合 

 

３ 落札業者は下記の書類を速やかに提出するものとする。 

（１） 業務完了誓約書 

（２） 運送申込書／運送引受書・乗車券 

 

４ 違約金 

  落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約

締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、

契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収

する。 



誓 約 書 

 

年  月  日 

分任支出負担行為担当官 

陸上自衛隊中央会計隊 

契約科長 牛崎 真由美 殿 

住    所      

会 社 名          

代表者名         

 

 

 当社は、調達要求番号 1Ｌ７Ｖ１AＣ００３２「貸切バス借上げ（シャトルバ

ス）」の実施運営に際し、法令を遵守し、法定金額の範囲内で適正に実施いたし

ます。 

 つきましては、仕様書及び契約書等、貴省支持の業務内容を満たし完了するこ

とを誓約します。 
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調達要求番号：1L7VAC0032 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

貸切バス借上げ 

（シャトルバス） 

仕 様 書 番 号 

 

防衛大臣承認  

作    成 令和 ３年 ５月２８日 

変    更  

作成部隊等名 陸上幕僚監部装備計画部 

1 総則 

1.1 適用範囲  

この仕様書は，陸上自衛隊が実施する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センタ

ー運営に係る貸切バス借上げ等（以下、“本役務”という。）について規定する。 

1.2  用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.3  引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書

の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

 ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

 

2 役務に関する要求 

2.1 バスの装備 

 法令等に定められた保安基準を満たしているものとする。 

2.2 借上品目等 

 借上品目等は，表による。 

表－借上品目等 

項目 摘要 

要求部署 陸上幕僚監部装備計画部 

規格 

車種 大型バス 

装備等 座席数４５席以上 

調整先 

防衛省陸上幕僚監部装備計画部 

装備計画課輸送室道路・航空 Gp自動車担当 

０３－３２６８－３１１１（内線４０７８３） 

陸上自衛隊中部方面総監部 輸送班長 

０７２－７８２－０００１（内線２２７４） 

2.3 運行等 

 運行等は、次によるほか、細部は官側との調整による。 
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2.3.1 期間 

 令和３年６月７日（月）～８月２３日（月） 

2.3.2 運行経路 

a) 天王寺駅（あべの橋駅）から大阪府立国際会議場（往復） 

b) 新大阪駅から大阪府立国際会議場（往復） 

注記 大阪府立国際会議場：大阪府大阪市北区中之島５丁目３－５１ 

2.3.3 運行予定（基準） 

a) 契約の相手方は天王寺駅（あべの橋駅）及び新大阪駅のそれぞれを出発し各日０７５

０から１９２０までの間、概ね３０分間隔で大阪府立国際会議場に到着できるよう運行

するものとし、大阪府立国際会議場を出発し各日０８４０から２０４０までの間、概ね

３０分間隔で天王寺駅（あべの橋駅）及び新大阪駅のそれぞれに到着できるよう運行す

るものとする。 

b) 運行間における車両の待機場所は契約の相手方が準備するものとする。 

c) 契約の相手方は落札後、速やかに運行計画書（経路図を含む。）を官側に提出するも

のとする。 

2.3.4 運行の取消  

 何らかの事情により運行の取消しを要する事態が発生した場合は、前日までに契約の相

手方に通知するものとする。 

2.3.5 バス停留所 

 天王寺駅（あべの橋駅）、新大阪駅及び大阪府立国際会議場におけるバス停留所は、既

存のバス停留所又は契約の相手方による警察等への届け出によりその近傍に設置するもの

とする。 

2.3.6 バス停留所までの案内 

 天王寺駅（あべの橋駅）及び新大阪駅から各バス停留所までの案内人又は案内板を設置

するものとする。 

 

3 品質保証 

 監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 その他の指示 

4.1 安全管理 

 安全管理については、次による。 

a) 契約の相手方は、バスの運行に際し交通法規の遵守、整備などの万全を期すものと 

  する。 

b) 自動車事故等が発生した場合の処理費用は、契約の相手方が負担するものとする。 
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4.2 新型コロナウイルス対策 

契約の相手方は、次の要領により新型コロナウイルス対策を実施するものとする。 

a) 運行間、空調及び窓の開放等により車内を換気するものとする。 

b) 日々、座席、手すり及びつり革等身体が接触する箇所の消毒をするものとする。 

c) 運転士は、運行前において契約の相手方による検温等体調確認を受け異常のない者と 

し、運行にあたっては、手指を消毒、マスクの着用により感染防止の図るものとする。 

4.3 バスの運行 

a) 運行予定については，途中で修正する可能性があるため考慮するものとする。 

b) 契約の相手方は、交通事情及び自動車事故等により３０分以上運行の遅延が生じる場

合は、安全な処置を講じた上で官側担当者に連絡するものとする。 

4.4 輸送対象者 

 本役務における輸送対象者は、自衛隊大阪大規模ワクチン接種センターでの接種対象者

（接種券の提示を受けた者）及びその付添人等とする。 

4.5 日々の輸送実績の報告 

 契約の相手方は、日々の輸送成果について別添の様式に従い当日の輸送実績を翌日の１

０００までに提出するものとする。 

4.6 運行目的の表示 

 バスの前面に「自衛隊大阪大規模接種ワクチン接種センターシャトルバス」と表示する

ものとする。 

4.7 諸経費 

   バスの運行に伴う燃料、有料道路料金、運転手の食事代及び駐車料金、その他故障が発

生した場合に要した費用などについては、契約の相手方が負担するものとする。 

4.8 乗客の急病発生時における処置 

 運行間に乗客に急病等が発生した場合は、一般乗合旅客自動車運送事業運送約款等に基

づく対処を基準として契約の相手方で対処するものとする。この際、当該事象発生の都度、

状況及び処置事項を官側へ通報するものとする。 

4.9 官側の支援事項 

 契約の相手方は、本役務の履行に当たり、次の事項について官側が認める場合、支援を

受ける事ができる。 

a) 官側の保有する施設、設備、機器、電力、用水などの使用及び操作に関する事項 

b） その他本役務履行に必要な事項 

4.10 不具合などの処理 

 本役務の履行に当たり、不具合などが発生した場合は、速やかに担当官等の指示を受け

るものとする。 

4.11 保全 

 契約の相手方は、本役務の履行に当たり、直接又は間接にかかわらず知り得た事項の 
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管理に万全を期すとともに、別途利用その他への公表などは、官側の許可なく行って  

はならない。また、この契約終了後も同様とする。 

4.12 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。 



【会社名】 別　添

便数 月日 車番又は号車 区間 乗車人数 発時間 着時間 備考

1 6月7日 大阪200は〇〇〇 天王寺～会場 28 15:30 15:45 体調不良訴えるもの1名

合計 28

バ　ス　輸　送　実　績

乗車率：〇〇％


